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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯用銃のための弾倉中に弾薬筒を装填および脱離するためのシステムであって、前記
携帯用銃は弾薬筒が爆発するために作られる銃尾（１０１）、および弾薬筒を弾倉から銃
尾に通過させるために適用される口部（１０２）を含み、前記弾倉は前記銃尾に噛み合わ
されそして銃尾（１０１）自身に関して連続して可動の複数の薬室（２１）を含み、装填
機構（７）が銃尾（１０１）中に弾薬筒を挿入する装填位置に次々に提供するようにし、
各それぞれの薬室（２１）が銃尾（１０１）の軸（Ｘ）に関して長手方向に弾倉に配置さ
れる少なくとも１つのレール上で独立して滑り得、
　銃尾ブロック（１０）へ弾倉の薬室（２１）の移動を可能にするため少なくとも１つの
事前装填機構（６）をさらに含み、
　前記事前装填機構（６）は装填位置の前の位置である事前装填位置の薬室（２１）に結
合され、
　前記事前装填位置への前記薬室（２１）の移動は前記銃尾ブロック（１０）の跳ね返り
動作で同時に起きることを特徴とする。
【請求項２】
　弾倉は円筒型弾倉（２）であり、そして薬室（２１）がその上に配置される請求項１に
記載のシステム。
【請求項３】
　事前装填位置の前記薬室（２１）は少なくとも１つの噛み合い機構（４）によって銃尾
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の口部（１０２）に押し込まれる請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　事前装填位置および装填位置の間の通過の間、弾薬筒は弾薬筒を制止するためレバー（
２３）の解放によって放出される請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　事前装填位置から前記銃尾（１０１）の弾薬筒の挿入の位置への通過のため移動の間、
カム機構（５）は作動され、それはカム（５１）およびカム（５１）に対して外側に配置
される少なくとも１つのガイドを含み、その中に前記薬室（２１）の噛み合い部品（２１
４２）が挿入し、前記移動の間、前記銃尾ブロック（１０）に前記薬室（２１）自身の噛
み合いを常に保証するようにする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のシステム
。
【請求項６】
　銃尾から引き抜かれる薬室の薬莢を減速するため、薬莢減速機構（８）をさらに備える
請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項７】
　携帯用銃のための弾倉中に弾薬筒を装填および脱離の方法であって、前記携帯用銃は弾
薬筒が爆発するために作られる銃尾（１０１）、および弾薬筒を弾倉から銃尾に通過させ
るため口部（１０２）を含み、前記弾倉は前記銃尾に噛み合わされそして銃尾自身に関し
て連続して可動の複数の薬室（２１）を含み、装填機構（７）が銃尾中に弾薬筒を挿入す
る装填位置に次々に提供するようにし、
銃尾ブロック（１０）へ弾倉の薬室（２１）の移動を可能にするため少なくとも１つの事
前装填機構（６）をさらに備え、
　事前装填機構（６）は装填位置の前の位置である事前装填位置の薬室（２１）に結合さ
れ、
　事前装填位置への前記薬室（２１）の移動は銃部ブロック（１０）の跳ね返り動作で同
時に起きる前記方法であって、
前記方法は
　ａ）弾倉の目的をもって準備される薬室（２１）中へ弾薬筒の挿入する；
　ｂ）銃尾に相応する装填および発射位置に装填される銃弾筒を伴う各薬室の位置決めを
行なう：
　ｃ）銃尾への銃弾筒の装填しおよび発射する； 
　ｄ）発射後薬室から薬莢を脱離する
の段階を含み、銃尾中に弾薬筒の装填の位置の前の位置に薬室が装填および発射の段階ｃ
）の間、銃尾ブロック１０まで運ばれる事前装填の段階を含むことを特徴とする。
【請求項８】
　装填および発射の段階の間、射撃の爆発の後の銃尾ブロックの跳ね返りの間、
　ブロック自身が一定の予め決められる跳ね返りの距離に到達すると、シャッター（１０
３）が開かれ、銃尾から薬莢の自動的排出を可能とする請求項７に従う方法。
【請求項９】
　銃尾から薬莢の自動的排出の後、薬莢は薬室に入るにつれて薬莢自身の進入速度が減速
される請求項８に従う方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯用銃のための弾倉中に弾薬筒を装填および脱着するための方法に関する。
このような弾倉は、例えば、軍隊の手段あるいは固定される位置のいずれかにに配置され
る携帯用銃に適用される円筒型のドラムである。
【背景技術】
【０００２】
　リボルバー銃（回転式連続拳銃）の弾倉のような弾倉が知られていて、銃弾筒は弾薬筒
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が挿入される複数の薬室あるいはシートによって作られる円形の弾倉に装填される。
【０００３】
　このような技術的解決において弾倉、および特に種々な薬室が固定されそして弾薬筒が
薬室内で直接引き金を引かれ、薬室の機能を銃尾の機能と同時に起すか、あるいは適切な
システムおよび機構によって弾薬筒は弾薬筒が後で引き金を引かれる銃尾中の薬室によっ
て押し出される。
【０００４】
　リボルバー銃に適用される解決において、弾倉の回転が新しい弾薬筒を銃尾の口で爆発
される準備のために運ぶ。
【０００５】
　この解決が中型寸法の弾薬筒を使用する追撃砲、大砲および榴弾砲のような携帯用銃に
適用されると、爆発力が大きくそして薬室および弾倉の両方に損害を与えるので後述する
薬室を強化することを必要とする。このような薬室を強化するために、大変大きな空間を
占める大きな寸法の弾倉機構を実現することが必要である。
【０００６】
　しかしながら、薬室中の直接の爆発は弾倉の回転を可能とするために空隙の存在により
爆発による大きな圧力損失を引き起こし、銃弾の押し出しを効率の小さいものとする。大
変大きくそして頑丈な薬室は大変重くそしてその回転を保証するため大きな作動力を要求
する。
【０００７】
　この解決は効率の観点から不利益でありそしてそれ故大きな寸法の携帯用銃には採用さ
れ得ない。
【０００８】
　当業者に知られるさらなる解決は弾薬筒の押し出し機構を薬室から銃尾に挿入すること
によって、弾倉から分離される銃尾中に弾薬筒を爆発させることにある。
【０００９】
　前記の解決において、弾倉は銃尾から一定の距離に設置されることが必要であり、これ
は跳ね返り相（ｒｅｃｏｉｌ　ｐｈａｓｅ）でこのような弾倉が爆発によって引き起こさ
れる力により損害されないような架台のための空間を作るためである。この距離は弾倉あ
るいは架台の接近システムの採用を含み、これは押し出し機構の推進器が銃尾内の薬室に
存在する弾薬筒を置換し得て、それで射撃が兵器によって爆発される前に移動するように
する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　重要な課題は爆発の後、次の弾薬筒を装填するために薬莢を除き銃尾を空にすることが
必要であるのでこのような課題に遭遇する。
【００１１】
　ライフル銃あるいは拳銃のような軽い携帯用銃に応用される既知の解決は爆発によって
銃尾に生じるガスが集められる通気性室を創ることを立案する。このようなガスは推進器
の手段によって弾薬筒を銃尾の外へ押し出すスプリング機構を充満するために使用される
。しかしこのような解決は兵器の跳ね返り相を終結されるに一度応用される。
【００１２】
　既知技術の円筒型弾倉のさらなる課題は新しい弾薬筒の装填を可能とするために弾倉自
身から薬莢の引き抜きである。
【００１３】
　このような相は薬莢を除き薬室を空にする機構を備える必要があるので、銃尾内の弾薬
筒の装填のために上記の場合にみられる同じ課題をもっている。
【００１４】
　携帯用銃、主に大寸法の携帯用銃は要求される立ち上がりに関して大砲の装填、回転あ



(4) JP 5953006 B2 2016.7.13

10

20

30

40

50

るいは位置付けの間、銃弾筒を弾薬筒自身の薬室の外へのはみ出しを防ぐために、薬室内
の弾薬筒のための固定機構で装備されることが知られている。
【００１５】
　弾薬筒を空にするため、このような固定機構の解放システムが必要であり、これは実行
時間の点から既知技術で不利点である。
【００１６】
　全てのこれらの引用される相は大変高い発射速度を有することを許容せず、これはこの
ような相が機械的システムの使用のため過度に速度を向上できない長くそして精巧な手順
を要求するからである。
【００１７】
　大きな寸法の携帯用銃において発射速度は大変重要でそしてこのような課題は常に簡単
な解決はない。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は弾薬筒の装填および脱着システムそして装填および脱着方法を提案することに
よってこのような欠点を取り除くことを目的として、弾薬筒が銃尾に挿入される相を予期
する弾薬筒の事前装填相を導入する時間間隔を最適化するために適用される。このような
方法はさらに同時に種々な相の自動的実行を可能にし、発射速度を増大する。
【００１９】
　発射速度の増大は速くそして安全な方法で種々の機構を監視しそして推進する電子制御
システムの助けで可能である。このような方法の特徴は弾倉自身に比較される弾倉中の薬
室の可動性であり、弾倉は架台に関して固定される位置に留まる；さらに、次の装填相を
速めるように架台に適切な薬室を取り付けそして接近するために弾薬筒の爆発の間、銃尾
が受ける跳ね返りが勿論活用される。
【００２０】
　さらに行程を速めるために、跳ね返り力は跳ね返りの間、薬莢に伴う熱力学的エネルギ
ーを活用することによって銃尾から空の薬莢ケースの排出のためにまた使用される。
【００２１】
　本発明の観点は付帯の特許請求項１の特徴を有する携帯用銃のための弾倉に弾薬筒およ
び薬莢を装填および脱着するシステムに関する。
【００２２】
　本発明のさらなる観点は付帯の特許請求項の特徴を有する携帯用銃のための弾倉に弾薬
筒および薬莢を装填および脱着する方法に関する。
【００２３】
　このようなシステムおよびこのような方法の特徴および利点は特定して図示される付帯
の図面を参照して次の実施態様の記載からより明確でそして明白である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は本発明に従う装填システムが含まれる携帯用銃の構造を示す図である。
【図２Ａ】図２Ａは種々の角度の立面図である図１の携帯用銃を示す図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは種々の角度の立面図である図１の携帯用銃を示す図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは種々の角度の立面図である図１の携帯用銃を示す図である。
【図３Ａ】図３Ａは本発明に従う種々の角度の事前装填相の装填システムの拡大図である
。
【図３Ｂ】図３Ｂは本発明に従う種々の角度の事前装填相の装填システムの拡大図である
。
【図３Ｃ】図３Ｃは薬室の装填機構の拡大図である。
【図４】図４は弾薬筒の装填相の装填システムを示す図である。
【図５Ａ】図５Ａは弾薬筒の跳ね返りおよび引き抜き相の装填システムを示す図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは減速機構の拡大図である。
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【図６】図６は弾倉から薬莢の引き抜き相の装填システムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　引用される図面を参照して、本発明に従う装填システムは複数の薬室２１が提供され、
弾薬筒あるいは薬莢を収納するために適用され、例えば弾倉２、薬室の移動機構３、噛み
合い機構（薬室捕獲機構）４および銃尾ブロック１０に捲かれ、弾薬筒の装填を促進にす
るために適用される箱のような構造体１０９を含む。さらに、システムは弾薬筒の維持レ
バー２３を解放するための少なくとも１つのカム機構５、銃尾ブロック１０の方へ薬室２
１の移動するための事前装填機構６、銃尾ブロック１０に弾薬筒を挿入するための装填機
構７、発射薬室から排出される薬莢を遅くするために適用される薬莢の減速機構８および
薬莢から薬室を空にしてそして新しい弾薬筒の円筒状弾倉２に挿入するための薬莢の排出
機構９を含む。
【００２６】
　薬室は装填機構７が銃尾に弾薬筒を挿入する位置に１つずつ薬室自身を提供するために
銃尾に関して連続して移動し得る。
【００２７】
　弾倉２の上に薬室２１が配置され、各薬室は、例えばこのような薬室２１の下側部分に
設置されるガイドによって弾倉２自身に固定されるレール２２上を望ましくは可動であり
そして滑走する。このような薬室２１の移動は銃尾の軸Ｘに関して長手方向である。
【００２８】
　レール２２およびガイドの数は薬室２１の移動をよりよく確保するために増加できる。
【００２９】
　このような薬室２１はレール２２の上を滑走しそして弾倉２の行程の終点に薬室２１を
常に維持するために適用される維持装置で装備される。
【００３０】
　レール２２は弾倉２にボルトあるいは同等のシステムによって望ましくは固定され、一
方、薬室２１上に配置されるガイドは薬室２１の構造に直接組み込まれ得るかあるいは溶
接あるいは同等のシステムの手段によって接続され得る。
【００３１】
　このような薬室２１の上側部に、少なくとも１つの弾薬筒の維持レバー２３が配置され
適切に旋回され、薬室の内側から外側にそして逆に、少なくとも１つの細穴２１６の助け
で回転する。
【００３２】
　薬室２１上に配置される維持レバー２３の旋回は前記レバー２３が間に配置される望ま
しくは１対の３角形の突起２３１Ａおよび２３１Ｂで起きる。前記突起２３１Ａおよび２
３１Ｂは薬室２１の構造物と直接創られるかあるいは適切な固定システムで後程固定され
る。
【００３３】
　前記突起２３１Ａおよび２３１Ｂの形状は選ばれる方法に従ってこれらの固定を促進に
するために変更され得る。
【００３４】
　少なくとも１つの細穴２１２がさらに提供され、減速機構８の部分が配置される薬室２
１の側面に配置される。
【００３５】
　提案される図面そして制約のない解決で、１２の薬室２１が提供される。位置１は銃尾
ブロック１０で配列される薬室２１を定義し、番号付けは位置１２まで時計方向に進む。
【００３６】
　位置１２にある薬室２１は弾薬筒の事前装填相に関係のあるものである。さらに一般的
に、円筒状弾倉２の薬室２１の番号をｎで定義し、薬室２１はそれが銃尾ブロック１０で
配列されるとき位置１であり、一方、薬室２１は弾薬筒の事前装填相が作られるとき位置
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ｎにある。
【００３７】
　薬室２１は望ましくは円筒状の中空形状を有し、銃尾ブロック１０の方向に前口２１７
Ａを有しそしてシステムの外側の方向に後口２１７Ｂを有する。薬室の寸法はこのような
携帯用銃で使用される弾薬筒の弾径に依存する。弾倉２，薬室２１および上記に引用され
る構造体が作られる材料は望ましくは金属であるが、しかし例えば繊維強化プラスチック
あるいはは同等の材料のような異なる材料の薬室を作ることが可能である。
【００３８】
　各単一薬室２１の上側部分に少なくとも１つの細穴２１２が提供され、それは後口２１
７Ｂまで前記薬室２１の少なくとも１部を占めて、ブロック１０に弾薬筒を押し出すよう
に装填機構７にさせるため適用される。
【００３９】
　前記細穴２１２と一列で推進板２１３が提供され、金属あるいは同等の材料で作られ、
薬室２１に望ましくは溶接あるいはボルトあるいは同等のシステムの手段によって適切に
固定され、その機能をするために事前装填機構６と協同する。
【００４０】
　実施態様で前記板２１３は薬室２１と一体で一直線に実現され得る。
【００４１】
　弾倉のあらゆるベッドで鉤留め部品（噛み合い部品）２１４２が連結され、薬室自身を
銃尾ブロック１０に結合するために鉤留め機構（噛み合い機構）４と噛み合わせするため
に適用される台形部分を有する。弾倉２はそれ自身の縦軸の周りを移動機構３の助けで回
転し、回転を保証するために適用されるピン３１２、固定留め釘３２および１群の推進器
３３の手段によって弾倉２の中央本体と接続される輪３１を含む。
【００４２】
　前記輪３１は多くの等間隔の穴３１１を有し、弾倉２に提供される薬室２１の数に一致
する。
【００４３】
　前記穴３１１は、固定留め釘３２の方法で種々の位置に弾倉２の回転を停止する留め釘
３２によって貫通され、薬室が跳ね返りあるいは方法の重要な相の間このような座から動
かないことを確実にする。
【００４４】
　さらに前記留め釘３２は適切に制御されるとき、弾倉の回転をさせるように、留め釘が
挿入された穴３１１の外へ上昇して出る。
【００４５】
　弾倉２の回転は弾倉の周囲に実質的に配置される、そしてピン３３３の手段によって弾
倉に結合される少なくとも２つのガイドハンドル３３１Ａおよび３３１Ｂを望ましくは含
むグループの推進器３３によって生じられる。それからハンドルはそれぞれ少なくとも２
つの推進器３３２Ａおよび３３２Ｂと結合される。
【００４６】
　ハンドルおよび推進器の数は弾倉の寸法およびこのようなシステムが到達し得る安全水
準に従って変更し得る。
【００４７】
　推進器３３２Ａおよび３３２Ｂはピストンあるいは同等のシステムで望まししくは実現
され、これらは弾倉２の回転方向の機能において、本実施態様で垂直方向そして反対方向
で位置づけられる。
【００４８】
　利用できる空間の機能において推進器３３２の位置を機能上の原理を変化せず維持する
いずれの場合においても変更することは可能である。
【００４９】
　弾倉２の回転の間、留め釘３３３はハンドルが位置付けられる適切な穴３１１に適切な
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制御システムの手段によって挿入される；その後、推進器３３２Ａおよび３３２Ｂはハン
ドル３３１Ａおよび３３１Ｂによって弾倉２を回転させる２つの力を保証するためにそれ
ら自身伸びる。
【００５０】
　弾倉２が停止される相で、留め釘３３３は動かなくされそしてそれらが挿入された穴３
１１から引き抜かれる；その後、推進器３３２は引き続く回転相でこれらの新しい伸びを
するように縮められる。
【００５１】
　銃尾ブロック１０は弾薬筒が爆発される銃尾（あるいは爆発室、発射室）１０１、貫通
穴をもつ望ましくは金属構造からなる口部１０２、弾薬筒輸送をさせるために適用される
輸送室１０４、シャッター１０３および銃身１０５を含む。
【００５２】
　前記ブロック１０は弾薬筒の爆発によって起こされる跳ね返りの間、銃尾１０１の方向
に沿って動き得る。
【００５３】
　装填する間、弾薬筒は口部１０２の穴を通って入りそして輸送室１０４の横断によって
銃尾１０１に到達する；この点でシャッター１０３は閉じられそして弾薬筒は銃弾を発射
するため爆発の準備をし、そして銃身１０５から銃弾を排出する。
【００５４】
　前記構造体は弾薬筒の爆発に耐えるために適用される金属材料あるいは同等の材料から
望ましくは作られる。
【００５５】
　前記銃尾ブロック１０は使用される爆発装置に従って形状、寸法および部品の数を変更
でき、それは制約を考慮されるべきではない。
【００５６】
　装填機構７は位置１にある薬室２１上に配置されそして銃尾１０１と全体的に組み込ま
れそして、銃尾と、例えば、このような薬室２１上に位置されるＵ字型で実現される橇７
２の間に挿入され、予め決められる距離の間で銃尾の方向に移動するために適用される押
し出し推進器７１、例えば流体力ピストンを含む。前記橇はガイド７２１Ａおよび７２１
Ｂ上を移動し、ガイドは２つのトラック７３Ａおよび７３Ｂ上を滑走する。
【００５７】
　トラック７３Ａおよび７３Ｂは望ましくは穴をもつ長方形断面を有する。前記トラック
は銃尾ブロック１０のベースと口部１０２の部分と接続されるＵ型棒７４上を順番に滑走
する。前記棒７４は銃尾ブロック１０の跳ね返りに等しい距離に両腕７４１Ａおよび７４
１Ｂに段７４２を有し、トラック７３Ａおよび７３Ｂは射撃の後、弾薬筒の装填そして薬
莢の返送をするように予め決められる距離の間、橇７２を移動させるために同じ上を滑走
し得て、それは前記段がトラック７３Ａおよび７３Ｂに対する行程の終点機能を有するか
らである。
【００５８】
　トラック７３および腕７４１の形状はこれらの仕事が機構７の長手方向の動作を確実に
することであるので、記載されたものから、例えば移動をさせそして確実にするため３角
形状のトラック７３およびトラック７３の形状に相補的な形状の腕７４１を創ることによ
って変化させ得る。
【００５９】
　前記橇７２のより低い部分に、押し出しの少なくとも１つの部品７２２が提供され、こ
のような推進器によって生じる動作のお陰で銃尾ブロック１０内へ薬室２１に設置される
弾薬筒を押し出すために適用される
【００６０】
　押し出しの前記部品７２２は望ましくは投影図に見られるように３角形断面を有する。
押し出しの部品７２２は銃弾筒の底を押しつけることによって薬室２１の細穴２１２内を
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滑走する。前記部品７２２は押し点７２２を回転させるピン７２３によって棒７２に噛み
合わされ、弾倉２の回転の間、このような押し点７２２は回転しながら上昇され、それか
ら装填機構７が推進される丁度前に低下されなければならない。
【００６１】
　事前装填機構６は薬室２１上に配置される板２１３に望ましくは作用する事前装填推進
器６１を含み、この板を鉤留め部品（噛み合い部品）２１４２の助けで望ましくはブロッ
ク１０の跳ね返りの間、鉤留め機構（噛み合い機構）４に噛み合うに十分な量の前進をさ
せる。特に事前装填位置の薬室の前進移動は銃尾ブロックの跳ね返り移動と同時に起きる
。
【００６２】
　推進器６１は弾薬筒が弾倉２の回転をするために銃尾に挿入される位置の前の位置に設
置されるピストンとともに望ましくは備えられる。
【００６３】
　薬室の鉤留め機構４は銃尾ブロック１０の口部１０２と接続される形状のある鉤留め板
４１を含む。
【００６４】
　前記板４１は弾薬筒を弾薬筒の装填相で薬室２１から銃尾１０１へ輸送するために適用
される貫通穴４１１を含む周囲の王冠の断面の形状を有する。前記板４１は優位に直接に
銃尾ブロック１０と一体化される。
【００６５】
　鉤留め機構４は、例えば、Ｕ字型の函４２をまた含み、板４１の端に設置され、函の中
に可動鉤留め板４３が噛み合わされ、ピン４２１の軸の周りを部分的に回転できるＬ字型
形状の断面を望ましくは有する。
【００６６】
　部品４２の配置は記載の場合には時計回り型である弾倉の回転に依存する。
【００６７】
　前記機構４は弾薬筒が銃尾に挿入される位置の前の位置の位置１２にある薬室２１で推
進される。
【００６８】
　板４３は薬室が銃尾ブロック１０に近づくとき上昇することによって回転し、薬室２１
上に配置される鉤留め部品２１４２がブロック１０の口部１０２近くの位置に薬室２１を
阻止するように再び降下できる板４３に打ち勝つまで、事前装填機構の推進器によって押
し出される。
【００６９】
　この噛み合いは事前装填機構６の助けで薬室１２の跳ね返り動作を伴う爆発の後のブロ
ック１０の同調跳ね返り動作によってなされる。
【００７０】
　事前装填機構６が銃尾ブロック１０の跳ね返りを起こすことなく、例えば、銃尾１０１
内にまだ弾薬筒が存在しない射撃の場面で第１の弾薬筒を事前装填するために、鉤留め機
構４に薬室２１を位置１２で噛み合わせできるように事前装填機構６への制御を実行する
ことは可能である。
【００７１】
　事前装填位置１２から銃尾の弾薬筒の挿入の位置１に移動するため回転の間、カム５１
を含むカム機構５は起動され、形状のある板４１の角度に関して縮小される曲率角度をも
つ円形部品５１１および鉤留め部品２１４２が挿入される円形部品５１１に関して外部に
設置される少なくとも１つのガイドによって形成され、鉤留め部品はこの方法ではカムの
動作に従わず、そのように常に銃尾ブロック１０と薬室２１自身の噛み合いを保証する
【００７２】
　前記カム５１は弾薬筒の維持レバー２３から解放するために適用される。前記カム５１
は弾倉２の回転の間、レバー２３を上昇し、それをすることによって備えられる細穴２１
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６の手段により薬室２１の側面の外へ出る。
【００７３】
　実際には、本発明の特徴に従って、事前装填位置および装填位置の間の回転の間、弾薬
筒は弾薬筒から維持レバー２３の解放の手段によって自由にされる。
【００７４】
　カム５１は弾倉２の回転の間、レバー２３の上昇を保証するために適用される種々の形
状で実現され得る。
【００７５】
　前記レバー２３を上昇することによって銃尾ブロック１０内に装填機構７の助けで銃弾
筒を押し出すことが可能である。
【００７６】
　ガイドは部品の間の隙間を生じることなく、鉤留め部品２１４２を滑走させ得る溝を作
り、そして跳ね返りの間、薬室２１の解放を避けるために板４１の端を曲げることによっ
て実現され得て、薬室２１はトラック２２の助けで銃尾ブロック１０の移動に続いて滑走
する。
【００７７】
　弾丸を爆発すると、ブロック１０が跳ね返りそして上記で分かるように位置１２で薬室
２１の鉤留めに貢献すると同様の力が銃尾１０１から薬莢の排出のために使用される。実
際には、銃尾ブロック１０によって一定の予め決められる跳ね返り距離に到達すると、そ
の薬莢が跳ね返り力によって生じる熱力学エネルギーを有するので、シャッター１０３が
銃尾１０１から薬莢の自動的排出をさせるように開かれる。
【００７８】
　薬莢は銃尾１０１から排出されるとき位置１にある空の薬室２１の方へ輸送室１０４の
手段によってガイドされる。
【００７９】
　このような加速はどの薬室２１にも設置される減速機構８によって緩衝される。
【００８０】
　前記減速機構８は薬莢の速度を遅くしそして弾倉の構造体の部分を損害し得ることを避
けるために適用され、そして連結部品８１、レバーを有する装置８２、緩衝器８３および
遮断部品８４を有する。
【００８１】
　爆発のあと薬室２１に入る薬莢は連結部品８１に当り、レバーを有する装置８２によっ
て緩衝器８３の助けで薬莢の移動の速度を落とす。
【００８２】
　薬莢は遮断部品８４からその前進を明確に遮断され、薬室２１の終端部に配置される。
【００８３】
　投影図に見られる望ましくは３角形を有する前記部品８４は薬室２１の構造体にピン８
４１の手段および適切なスプリング装置によって固定され、そして回転によってそれ自身
低めることのできる空の薬室２１内に新しい弾薬筒の導入をするために適用されるが、し
かしそれは薬室２１の後口２１７Ｂから段の助けで弾薬筒あるいは薬莢の排出をさせない
。
【００８４】
　提案される実施態様において、緩衝器８３は薬室２１の外部表面に配置され、一方、連
結部品８１は薬室２１内に配置される。
【００８５】
　連絡部品８１の動作は細穴２１５に配置されるレバーを有する装置８２から緩衝器８３
に伝えられる。
【００８６】
　薬莢の装填および脱着位置の薬室２１は、薬莢を受けとると、銃尾ブロック１０に静止
して噛み合わされ；薬室を位置２に運ぶ次ぎの回転で、薬室は位置１２から位置１に順番
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に回転する次の薬室２１に押し出される。
【００８７】
　前記回転は薬室２１の鉤留め部品２１４２を解放されるようにガイドの外へ出す；薬室
２１の維持装置の助けで、薬室は弾倉２で行程の終に戻る。
【００８８】
　薬莢は前記薬室２１が位置３から位置４に移るまで望ましくは薬室２１内に留まる。
【００８９】
　前記輸送で、薬莢の排除機構９が推進される。
【００９０】
　このような機構は排除板９１および押し出し装置９２を含む。板９１は貫通穴を含み、
薬莢および少なくとも１つのカム９１２を輸送するために適用され、薬室２１が位置３か
ら位置４に移動する回転の間、弾薬筒の遮断レバー２３を上昇するために適用される。
【００９１】
　レバー２３の解放は押し出し装置９２によって薬莢の次の排除相にする。
【００９２】
　前記押し出し装置９２は前記の装填機構７が実現された同じ方法で実行される。
【００９３】
　前記装置９２はガイド９２３Ａおよび９２３Ｂが配置されるＵ字型構造体９２２に固定
される推進器を含み、２つのトラック９２４Ａおよび９２４Ｂに沿って滑走する。トラッ
ク９２４Ａおよび９２４Ｂは長方形の断面を有しそして穴をもって備えられる。
【００９４】
　このような構造体９２２の下側部に、少なくとも１つの押し出し点が提供され（図には
示されない）、それが銃尾に弾薬筒を装填するために起おこすと同様に弾倉構造体２の外
側で薬室２１に設置される薬莢を押し出すために適用される。
【００９５】
　このような構造体９２２の移動はピストンで実行される推進器９２５によってなされる
。回転の間、このような押し出し点は弾倉２の回転をさせるように上昇されそしてその後
、これらは薬莢の排除機構９が推進される丁度前に低下される。
【００９６】
　前記機構９は薬室２１の外側に薬莢を移動させるため回転をさせるがしかしまた押し出
し点を働かすような弾倉２からの高さに設置される。
【００９７】
　前記押し出し装置９２は外側構造体１０９に基礎で固定されるＵ字型棒（図に示されな
い）によって維持される。Ｕ字型の棒腕上でこのようなシステムのトラック９２４Ａおよ
び９２４Ｂが滑走する。
【００９８】
　装填機構７に関して異なる方法で装置９２を実行するために選択することは可能である
。
【００９９】
　システムを作る単一の機構を詳細に記載すると、このような発明の新規な手順の相が記
載されそして明示されよう。
【０１００】
　各相は通常の特徴によって区別されるがすべての第２次相は明確に明示され、同時に行
われる。
【０１０１】
　方法は次の相を含む：円筒型弾倉２の適切な薬室２１に弾薬筒の挿入；位置ｎに設置さ
れる薬室２１に収容される弾薬筒の事前装填；弾倉２の回転；銃尾１０１に弾薬筒の装填
；銃尾１０１から薬莢の排除；薬室２１の置換；弾倉から薬莢の脱着；新しい銃弾筒で薬
室の新しい装填。
【０１０２】
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　さらに特に円筒型弾倉２の適切な薬室２１に弾薬筒の挿入の相を解析するとき、それは
弾倉２を形成する全てのｎ番の薬室２１を適切なシステムで装填することからなる。
【０１０３】
　このような空の薬室２１の装填は、ブロックの部品８２が位置付けられる口２１７Ｂに
弾薬筒を挿入することによって起き、部品は弾薬筒を押し出す間、低下されそして薬室に
弾薬筒の導入をさせる
【０１０４】
　薬室２１内への弾薬筒の挿入は、同時に薬室の予め決められる番号で、例えば位置５に
ある種々の薬室２１に弾薬筒を挿入することによって例えば連続の方法、あるいは同時に
起き得る。
【０１０５】
　位置ｎに配置される薬室２１に収容される弾薬筒の事前装填相は、銃尾ブロック１０の
跳ね返りおよび事前装填機構６の組み合わせ作用の助けで鉤留め機構４によって可動の方
法で、薬室２１の銃尾ブロック１０に鉤留めすることからなる。
【０１０６】
　このような方法で銃尾の弾薬筒の装填位置に先立つ位置ｎに設置される薬室２１のみが
銃尾ブロック１０に接近される。
【０１０７】
　銃尾ブロック１０への薬室２１の押し出しは事前装填機構６の推進器６１の助けで、例
えば、弾薬筒が銃尾１０１で爆発するために未だ存在しないとき第１の事前装填相でのみ
起きる。
【０１０８】
　回転機構３の助けで薬室２の回転は段階的に起き、薬室２１を位置ｎから位置１に運ぶ
。このような動作はカム機構５の助けで弾薬筒の維持レバー２３を解放し、銃尾ブロック
１０の近くに遮断される薬室２１を保持する。
【０１０９】
　銃尾１０１の装填相で、ブロック１０の近くに配置される位置１に到達した薬室２１に
あるこのような弾薬筒は、装填機構７によって銃尾ブロック１０内に挿入される。
【０１１０】
　この点で弾薬筒は爆発されるために準備ができる。
【０１１１】
　弾丸を爆発すると、適切な一致する信号の後、銃尾１０１から薬莢の排出相が入れられ
る。このような相は銃尾ブロック１０の跳ね返りの間、口部１０２から薬莢の排出からな
る。
【０１１２】
　予め決められる跳ね返り距離に到達すると、シャッターが開かれそして最大跳ね返りの
間、一定の熱力学エネルギーをもつ薬莢が銃尾から出てきてそして空を保たれる位置１の
薬室２１に再び入り、このような薬室は銃尾ブロック１０に静置して鉤留めされる。
【０１１３】
　薬室２１は跳ね返りの間、トラック２２の助けで銃尾ブロックの動作に続く。
【０１１４】
　薬莢のこのような熱力学エネルギーは薬室２１の入口でこのような薬莢の速度を落とす
ことのできる薬室２１に設置される減速機構８によって緩衝される。
【０１１５】
　次の相は弾倉から薬莢の脱着である。このような相は薬莢が望ましくは位置３に到達す
る内部へ薬室２１で始まる。このような位置で、カム９１２の助けで維持レバー２３を動
かなくする排出機構は相３から４に回転する間、提供され、そして最終的に薬室２１が位
置４に到達したとき、推進器９２１が推進され、推進器は穴板を通過する薬莢を押し出し
そして薬莢の置換システムによって回復される。
【０１１６】
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　薬室が位置５に到達すると、空になりそしてここに薬室の最終の再装填相が新しい弾薬
筒とともに入れられ、前記方法の第１の相で見られた弾薬筒の挿入の同じ機構で実施され
得る。
【０１１７】
　１つの位置から他の位置に薬室２１の移動は回転機構３の助けで弾倉２の回転によって
その時に処置をすることによって、弾薬筒の爆発後、続いて起きる。
【０１１８】
　弾倉の調子は作動している他の機構から来る信号に基づいて回転機構３を制御する電子
制御器の助けで管理される。
【０１１９】
　他の制御器が以前に引用される他の機構から信号をまた受ける弾薬筒を発射するため大
砲の可能性に作用する電子機器をまた提供される。
【０１２０】
　これらの望ましい実施態様に記載された関連の方法および種々な機構は軍隊の手段で設
置される大砲に適用される。
【０１２１】
　このようなシステムが防壁あるいは軍隊の戦略的位置あるいは軍艦のいずれかに固定さ
れる大砲、迫撃砲、榴弾砲等にまた適用されることを妨げるものはない。適切な追跡シス
テムのこのような統合機構は追跡のための動作の間、携帯用銃に従うことができ、記載の
実施態様において０°から７５°の上昇角度に到達させ得る。
【０１２２】
　しかし、携帯用銃に適用される追跡システムの構造体および外部の収納函に適切な改良
でこのような限定される角度を延ばすことが可能である。
【０１２３】
　上記のこのような方法および機構を円筒形でない弾倉にさえも適用することが可能であ
る；例えば、これらは薬室が常に提供されるベルト式弾倉に応用され、薬室の縦軸に沿っ
てコンベヤーベルトの端から滑り出ることのできる弾薬筒を収納するために適用され得て
、爆発速度を増加する弾薬筒の事前装填相を実施することが可能である。
【符号の説明】
【０１２４】
２　　　円筒型弾倉
４　　　噛み合い機構（鉤留め機構）（薬室捕獲機構）
５　　　カム機構
６　　　事前装填機構
７　　　装填機構
８　　　薬莢減速機構
１０　　銃尾ブロック
２１　　薬室
２２　　レール
２３　　レバー
５１　　カム
１０１　銃尾あるいは射撃室
１０２　口部
１０３　シャッター
２１４２　噛み合い部品（鉤留め部品）



(13) JP 5953006 B2 2016.7.13

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】



(14) JP 5953006 B2 2016.7.13

【図４】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】



(15) JP 5953006 B2 2016.7.13

10

フロントページの続き

(72)発明者  スケッティーニ　ミシェル
            イタリア国　１９１３６　ラ・スペーツィア　ヴァルディロッチ　１５　オート・メラーラ　ソシ
            エタ　ペル　アテオニ内

    審査官  志水　裕司

(56)参考文献  米国特許第０３５９８０１６（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０５１７７３１８（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０７３１１０３２（ＵＳ，Ｂ２）　　
              特開昭５７－０７３３９９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ４１Ａ　　　９／００　　　　－　　９／８７
              Ｆ４１Ｆ　　　１／０８　　　　－　　１／１０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

